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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筆記具形状を有し操作者がコンピュータに操作情報を入力するための位置指示器である電
子ペンと該電子ペンの指示し得る範囲であるタブレット面とを有し該タブレット面上の前
記電子ペンの位置情報及び該タブレット面と前記電子ペンとの間の押圧力である筆圧情報
を検出し得る位置検出装置と、
該位置検出装置の検出した電子ペンの位置情報及び筆圧情報をコンピュータ制御のための
操作情報として取得する操作制御部を有するコンピュータと、
該コンピュータの処理内容に基づく情報を示す表示画面を有し、該表示画面上にポインタ
ーを表示する表示装置とを有し、
該表示装置に表示されるポインターの表示位置と前記位置検出装置からの情報とを前記操
作制御部が対応関係をもたせることによって、操作者とコンピュータとの間でインタラク
ティブな操作を実現したコンピュータシステムであって、
前記操作制御部が、電子ペンの先端にわずかな筆圧がかかった時の電子ペンの移動方向及
び移動量をポインターの移動に反映させ、さらに筆圧が加わった時にポインターの指示位
置に関連する処理を開始させるようにした
ことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２】
筆記具形状を有し操作者がコンピュータに操作情報を入力するための位置指示器である電
子ペンと該電子ペンの指示し得る範囲であるタブレット面とを有し該タブレット面上の前
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記電子ペンの位置情報及び該タブレット面と前記電子ペンとの間の押圧力である筆圧情報
を検出し得る位置検出装置と、
該位置検出装置の検出した電子ペンの位置情報及び筆圧情報をコンピュータ制御のための
操作情報として取得する操作制御部を有するコンピュータと、
該コンピュータの処理内容に基づく情報を示す表示画面を有し、該表示画面上にポインタ
ーを表示する表示装置とを有し、
該表示装置に表示されるポインターの表示位置と前記位置検出装置からの情報とを前記操
作制御部が対応関係をもたせることによって、操作者とコンピュータとの間でインタラク
ティブな操作を実現したコンピュータシステムであって、
前記操作制御部は二つの操作モードを有し、
その一つは、電子ペンが位置検出面にほぼ接している時の電子ペンの移動方向及び移動量
をポインターの移動に反映させるようになっている疑似マウスモードであり、
もう一つは、電子ペンが位置検出装置の検出表面及び近接空間のいずれにあっても、その
電子ペンによる指示位置をポインターの表示位置に反映させるようになっている手書きモ
ードであり、
この二つのモードを適宜切り換えることのできるモード切り換え部を有する
ことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項３】
筆記具形状を有し操作者がコンピュータに操作情報を入力するための位置指示器である電
子ペンと該電子ペンの指示し得る範囲であるタブレット面とを有し該タブレット面上の前
記電子ペンの位置情報及び該タブレット面と前記電子ペンとの間の押圧力である筆圧情報
を検出し得る位置検出装置と、
該位置検出装置の検出した電子ペンの位置情報及び筆圧情報をコンピュータ制御のための
操作情報として取得する操作制御部を有するコンピュータと、
該コンピュータの処理内容に基づく情報を示す表示画面を有し、該表示画面上にポインタ
ーを表示する表示装置とを有し、
該表示装置に表示されるポインターの表示位置と前記位置検出装置からの情報とを前記操
作制御部が対応関係をもたせることによって、操作者とコンピュータとの間でインタラク
ティブな操作を実現したコンピュータシステムであって、
前記操作制御部は二つの操作モードを有し、
その一つは、電子ペンの先端にわずかな筆圧がかかった時の電子ペンの移動方向及び移動
量をポインターの移動に反映させ、更に、筆圧が加わった場合に、ポインターの指示位置
に関連する処理を開始させるようになっている疑似マウスモードであり、
もう一つは、電子ペンが位置検出装置の検出表面及び近接空間のいずれにあっても、その
電子ペンによる指示位置をポインターの表示位置に反映させると共に、電子ペン先端に所
定以上の筆圧が加わった際に、ポインターの指示位置に関連する処理を開始させるように
なっている手書きモードであり、
この二つのモードを適宜切り換えることのできるモード切り換え部を有する
ことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項４】
前記モード切り換え部は、位置検出装置に設けられた操作部分の操作によって、モードを
変更できる
ことを特徴とする請求項２又は３のコンピュータシステム。
【請求項５】
前記モード切り換え部は、ポインターの指示位置に応じて、自動的に切り替わる
ことを特徴とする請求項２又は３のコンピュータシステム。
【請求項６】
前記モード切り換え部は、ポインターが手書文字認識のための手書き記入エリアにある時
に自動的に手書きモードに切り替わる
ことを特徴とする請求項２又は３のコンピュータシステム。
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【請求項７】
前記モード切り換え部は、ポインターの指示位置に存在する対象物に対して、事前に設定
された情報に従って、自動的に切り替わる
ことを特徴とする請求項５のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子ペン搭載の位置検出装置をコンピュータの入力装置として用いる場合のコ
ンピュータシステム（位置指示器、位置検出装置、インターフェース、コンピュータ本体
、オペレーティングシステムと呼ばれる基本ソフト、タブレットドライバ、アプリケーシ
ョンソフト、表示装置等を含むコンピュータシステム全体）に関する。ことに相対座標モ
ードを実現するコンピュータシステム及び、相対座標モード・絶対座標モードを切り換え
て使うコンピュータシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータ、特にパソコンの座標入力装置として、従来はマウスが多用されていた。最
近は電子ペンと呼ばれる位置指示器を使った座標入力装置（位置検出装置）も用いられる
ようになってきた。
【０００３】
マウスは、マウスと呼ばれるパック形状の位置指示器を操作者が移動させる量に従って、
コンピュータ画面上のポインター（以下、単に「ポインター」と略す。）を移動させるも
のである。もっと正確にいえば、マウスを机上で滑らせた距離が、ポインターの移動に反
映される。つまり、マウスが空中にある（操作者が机から持ち上げている）場合の移動距
離はポインターの移動には反映されない。その結果、ポインターの位置とマウスの位置と
が相対的に決定される（絶対的には対応していない）ので、このような操作方法は相対座
標入力と呼ばれる。
【０００４】
一方、電子ペンを搭載した座標入力装置では、電子ペンの指示位置は、電子ペン先端が位
置検出装置の検出面（タブレット面上の座標読取領域）内の絶対位置座標として求められ
、この位置がポインターの位置に一対一に反映されることになる。電子ペンの指示位置が
ポインターの位置に一対一に反映されるとはいっても、対応する位置関係をアプリケーシ
ョンプログラム等の機能によりダイナミックに変化させること（アプリケーション等の機
能により座標系を変換し、拡大・縮小・回転・平行移動等を実行すること）は有り得る。
ここでは、特に、電子ペンが空中にあっても、その移動量が最終的にポインターの指示位
置に反映されることに着目し、そのような操作方法（インキングなどの手書き入力に適し
た操作方法）を絶対座標入力と呼ぶことにする。電子ペンは例えば電磁誘導を用いた位置
検出装置の位置指示器として用いられるものであり、感圧パッドの筆記具とは異なりある
一定の読みとり高さの範囲内で座標を検出し得るという性質を有しているので、感圧パッ
ドの筆記具のように強い筆圧を加えつづけなくともインキング（手書き入力）が可能であ
るという特徴を有する。
【０００５】
この明細書で、絶対座標入力とか、相対座標入力とか言っているのは、例えばインターフ
ェースに関するデータのフォーマットにおける位置情報の表現方法の違いではなく、入力
デバイスの操作のポインター位置への反映方法の違いのことである。言い替えれば、絶対
か相対かは操作者が入力デバイスを操作する感覚とコンピュータ画面上のポインターの動
きとの関係を操作者が視覚により感ずる操作感に着目した違いをいっているのであり、そ
れを実現する機能を有する特定の部分（おそらくはタブレット内部の座標処理プログラム
、コンピュータ本体側に組み込むタブレットドライバソフト、アプリケーションソフトの
うちのいずれか）に着目するのではなくコンピュータシステム全体でその機能を有してい
ると見ることとする。最終的に表示装置上のポインターの動きに反映される操作者の操作
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感に着目する限りにおいては、途中の処理における座標データ形式が相対座標であるか絶
対座標であるかはあまり意味がない。座標データ形式の意味における相対座標を扱ってい
たとしても最終的にそのデータをポインターの座標に足し合わせた結果は表示画面上の絶
対座標になるからである。また、座標データ形式の意味における絶対座標が継続的に検出
されている状態にあっては時間的に隣合うデータ同士の引き算を実行することにより相対
座標を生成することが可能である。相対座標は移動量であると捉えることができるからで
ある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
さて、従来のシステムにおいては、ウィンドウズ（米国マイクロソフト社の商標）などの
システムにおいて、その指示操作を行ういわゆるポインティングと呼ばれる処理をマウス
で行い、ワープロなどの文字入力処理はキーボードで行ってきた。ポインティングの操作
は、いわゆるグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）の観点から用いられるも
のであって、ポインターを動かして、指示対象を選び、その状態でボタンを押すなどの操
作をして、指示対象に関連づけられた処理を起動するものである。ポインティング操作に
おいては、指示位置の指定のほかには単純なオン・オフを指示できる操作スイッチのよう
なものがあればよい。
【０００７】
ところが、近年、電子ペンの普及により、文字は電子ペンによる手書き入力（インキング
入力）が可能になってきた。このような手書き文字の入力や、あるいは実際の筆記具と同
じ様な筆づかいによる描画では、前述の絶対座標モードが必須である。さらにこの場合は
、ペン先にかかる筆圧の強さを検出することにより、筆圧に応じた太さや濃淡を付けると
いった表現も可能になってきた。つまり、単純なオン・オフではない連続量が入力可能で
ある。
【０００８】
また、電子ペンを用いた位置検出装置も価格と使い易さの点から、小型のものになりつつ
ある。そこで、電子ペンの操作であっても、前述のマウスと同じ様な相対座標モードを取
り入れることにより、ペンを持った手の手首を固定しておいてペンを動かすことにより、
ポインターを移動させてマウスと同様の操作をすることを実現させるのが最近の傾向であ
る。タブレットと呼ばれる位置検出装置は頻繁に（通常１秒間に数百回程度）絶対座標（
タブレット上の座標読み取り領域内のＸＹ直交座標を意味する形式的な意味の絶対座標）
を検出しているので、隣合う（あるいは必要ならば適度に間引いて）二つの絶対座標を取
得し、それらの絶対座標から引き算をする（タブレット内部の処理装置で実行するか、コ
ンピュータ本体側のＯＳ又はドライバソフトで実現するかを問わずに）ことにより相対座
標（移動量情報）を生成できるからである。このように絶対座標検出装置を用いて相対座
標入力（マウスと同様の入力）を可能にするやり方をマウスエミュレーションモード又は
疑似マウスモードと呼んでいる。
【０００９】
マウスであれば、その構造上（機械マウスであれば、ボールの回転を直交する２方向につ
いて検出し、光学マウスであれば直交する多数の縞模様の横切る回数を計測する構造を有
する）必然的に相対座標モードになる。電子ペンにあっては、そもそも絶対座標モードで
あって、相対座標モードで使う場合には、特にマウスをエミュレーションする（疑似的に
マウスの機能を果たすように見せかける）手法が一般にとられている。ここで、問題とな
るのは、マウスでポインターの移動距離を大きく取ろうとする際に通常行う往復運動の動
きをタブレットを用いたマウスエミュレーションモードでどのように実現するかである。
【００１０】
マウスでは、机上で操作者が動かす際にポインターを大きく動かそうとすると、机上の端
から端まで動かしてそれを実現することも可能であるが、通常はそれをせずに狭い範囲内
でマウスを往復運動させることで足りることをコンピュータ操作者は知らず知らずのうち
に学習している。この往復運動をもしもマウスをマウスパッド（又は机上）と接した状態
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を保ったまま実行したのではポインターはいったり来たりするだけであって操作者の思い
通りの動きはできない。この往復運動においては行きでマウスパッドと接触させたなら帰
りはマウスを少し持ち上げて相対座標を検出しない状態で動かすことを操作者は無意識の
うちに学んでいる。
【００１１】
このことのアナロジーを電子ペンのマウスエミュレーションモードで考えてみる。従来は
、位置検出装置（タブレット面）からの電子ペンの高さの違いによって、ポインターを動
かすかどうか（相対座標の算出結果をポインターの動きに反映させるか否か）の判定を行
っていた。また、この場合は、ポインティング操作となるので、ペン先の圧力の単純な有
無で、指示位置に関連する処理の起動（例えば、選択したメニューの決定）を行うように
なる。しかし、高さの正確な判定は難しくコストアップの要因となるので、判定する高さ
は高くなる傾向にある。そうすると電子ペンを高く持ち上げることが必要となるので使い
にくくなるという課題があった。見方を変えれば、インキング入力のしやすさを優先させ
て判定高さを高く設定するとポインティング入力がしずらくなり、ポインティング入力の
しやすさを優先させて判定高さを低くするとインキング入力がしずらくなるという課題が
あった。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明では、高さを判定するのではなく、電子ペンの筆圧の連続量としての検出
（例えば１グラム重から６０グラム重までの筆圧の大きさを連続的に５１２段階にわたっ
て識別すること）機能を利用して、ペン先がわずかに触れた時に、ペン先の移動をポイン
ターの移動に反映させるようにした。
【００１３】
また、ペン先をさらに押すことにより、指示位置に関連する処理の起動を行うようにした
。これにより、ペン先をほとんど持ち上げることなく、ポインターの移動が可能になり、
操作性が向上した。
【００１４】
さて、このような相対モード（疑似マウスモード）はポインティング操作には便利である
が、文字を書いたり、筆のような運びで絵を描いたりすること（インキング入力）はでき
ない。そこで、相対モードと絶対モードとを適宜切り換えながら操作できるようにした。
【００１５】
モードの切り換えは、例えば、タブレットに設けたスイッチや、電子ペンに設けたスイッ
チ、もしくは別の入力装置（例えばキーボード）の操作によって行うことができる。
【００１６】
また、さらに望むらくは、用途に応じて二つのモードを自動的に切り換えることである。
例えば、手書き文字認識ソフトにおいては、表示画面上の一部に手書き文字の入力領域を
有するものがある。このような手書き文字入力領域においては、絶対モードに自動的に切
り替わるようにすれば、いちいちモードを切り換える操作が不要になる。
【００１７】
同じく、描画ソフトにおいても、絶対（手書き）モードに自動的に切り替わるようにする
ことが考えられる。ただし、マウス的な操作に慣れた人であれば、相対（疑似マウス）モ
ードでも、使用できるので、このような場合は使用する人の好みに応じて、自動的に切り
替わるようにすればよい。この場合の設定は事前に行っておき、切り換えるか否かの設定
をカスタマイズすることになる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
図１は、本発明の構成を示す機能ブロック図である。位置検出装置１０は、いわゆるデジ
タイザとかタブレットとか呼ばれる絶対座標検出装置である。本発明で用いる位置検出装
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置は筆圧を連続値情報として検出可能なものである。例えば、日本国埼玉県大利根町に住
所を有する株式会社ワコムが提供する位置検出装置の多くは筆圧を連続値として（単なる
筆圧の有無のみならず連続値情報、例えば１グラム重から６０グラム重までの連続的な筆
圧を数百段階の大きさに識別して）検出できる電磁誘導を利用した位置検出装置であるこ
とが知られている。
【００２０】
座標データ処理部２０は、コンピュータ本体側に主に存在する部分であり、ハードウェア
的にみれば、ＣＰＵが所定のプログラムに従って処理を実行することにより位置検出装置
１０からコンピュータに入力された座標情報を処理する機能部分である。ソフトウェア的
にみれば、コンピュータの基本ソフトであるオペレーションシステム、周辺機器たるタブ
レットの駆動ソフトウェアであるタブレットドライバソフト、アプリケーションプログラ
ム等が相互に連携してこの働きを果たす。
【００２１】
「コンピュータ本体側に主に存在する」と書いたのはこの働きの一部を位置検出装置１０
側にもたせることとする変形実施例も可能だからである。近時の位置検出装置では、その
内部にプロセッサ及び必要なプログラムを書き込んだＲＯＭ等を持ち、座標データ処理を
行うのが通常である。疑似マウスモードと手書きモードとの切替を位置検出装置側のスイ
ッチ又は位置指示器のスイッチ操作（又は筆圧変化）で行おうとする場合には、座標デー
タ処理部２０の一部が位置検出装置側に存在することになる。
【００２２】
図１において、位置検出装置１０から座標データ処理部２０への矢印は、操作者の位置指
示器の動かす動作に従って位置検出装置１０が検出した座標データが座標データ処理部２
０に送出されて、そこで処理されることを示している。
【００２３】
図１における表示処理部３０は、コンピュータの処理内容のうち操作者に見せるために表
示する内容を処理する部分である。つまり、図示を省略した表示装置（ＣＲＴディスプレ
イ等）に表示させる表示データを作成する周知の機能部分である。座標データ処理部２０
から表示処理部３０への矢印は、座標データ処理部２０からポインターの座標に関する情
報が表示処理部３０に送出され、その結果表示装置の表示画面上に操作者の意思に基づく
ポインターが表示されることとなる事情を示している。
【００２４】
図１におけるアプリケーションソフトウェア４０は、例えば図面作成ソフト、ワープロソ
フト、写真編集ソフト、ドローイングソフト等のアプリケーションソフトであって、特に
座標を取得して作業する部分をいう。座標データ処理部２０からアプリケーションソフト
ウェア４０に向かう矢印は、操作者がマウス等により入力した座標データをアプリケーシ
ョンソフトウェア４０が取得して当該アプリケーションソフトの処理に使用することを示
している。逆向きの矢印、つまりアプリケーションソフト４０から座標データ処理部２０
への矢印は、アプリケーションソフトウェアが新たなウィンドウ（作業領域）を開いた際
にそのウィンドウ（領域）内では特にインキング入力（手書き入力）を必要とする場合に
絶対座標モード（手書き入力モード：インキング入力モード）での座標データ処理を座標
データ処理部２０が実行するように指示を与えることを意味している。このようなモード
選択指示をアプリケーションプログラムに行わせることはまったくアプリケーションプロ
グラム側の設計事項となる。座標データ処理部２０側は常に相対座標モード（疑似マウス
モード）としておき、絶対座標モードの処理はアプリケーションプログラム側で行うこと
とする変形実施例も本発明の範疇に含まれるものである。
【００２５】
図１において、座標モード選択指示部５０は、座標データ処理部２０の座標データ処理モ
ードを絶対座標モード（インキング入力モード）および相対座標モード（疑似マウスモー
ド）との間で切替える指示を与える機能を有する部分である。実際に操作者の操作する器
具としては、位置指示器のサイドスイッチ（通常、電子ペンの脇に設けられているスイッ
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チ）、タブレット上の押しやすい位置に設けられたスイッチ、キーボードのキー等のうち
のいずれかになる。操作者がそれを操作することにより操作者の意思に基づいてモード切
り替えが行なわれる。このモード切替は上述したアプリケーションプログラムによるモー
ド切換と併用してあるいは単独で採用され得る。
【００２６】
図１における文字認識エンジン６０は、絶対座標モードにおいて手書き文字入力をした際
にそれを認識するためのものである。本発明に必須のものではないが、これを採用するこ
とによりキーボードなしにタブレットだけでコンピュータ操作の大半をすることも可能と
なる。
【００２７】
図２は、本発明における絶対座標モードの処理内容の一例を示すフローチャートである。
座標モード選択指示部５０の働きにより操作者の意思に基づくモード切り替え、又はアプ
リケーションソフトウェア４０の働きによりアプリケーションの必要に基づくモード切り
替えが実行されて絶対座標モードが選択された結果、この絶対座標モードのプログラムに
はいる（ステップ１００）。
【００２８】
まず、電子ペンのペン先の移動距離をポインターの表示位置の座標に加算する処理を実行
する（ステップ１０１）。この処理はタブレットが形式的な意味での絶対座標を出力する
ものであっても時間的に隣合う座標情報の引き算によりペン先の移動量が算出できるので
、それを求めることを前提にしている。マウスエミュレーション（疑似マウス）モードで
は、必須の前処理であること、及び通常のパソコンのＯＳがマウスを使うことを前提にし
たものが大半であることに基づく。ここで、算出されたポインター座標は次の計算のため
に保存される。
【００２９】
次に、「ペン先が空中にあるか？」の判断を実行する（ステップ１０２）。この判断は、
従来においてはペンのタブレット面からの高さがある閾値よりも上であるか否かにより行
っていたものであるが、本発明では電子ペンの筆圧データを取得し、それが閾値よりも上
であるか否かによりなされる。この閾値を操作者の好みによりカスタマイズ可能とする変
形実施例も可能である。
【００３０】
ステップ１０２で「はい」の場合、即ち電子ペンの筆圧データが閾値以下例えば１０グラ
ム以下である場合、ステップ１０１で算出されたポインターの座標は捨てられる（ステッ
プ１０４）。つまり、アプリケーションプログラム、文字認識エンジン等に採用されない
。
【００３１】
ステップ１０２で「いいえ」の場合、即ち電子ペンの筆圧データが閾値以上例えば１０グ
ラム以上である場合、ステップ１０１で算出されたポインターの座標はいわゆるインキン
グ処理（ペンダウン処理）される（ステップ１０３）。つまり、アプリケーションプログ
ラム、文字認識エンジン等に採用される情報として生かされ、表示装置に筆跡が表示され
るなどの処理に用いられる。
【００３２】
絶対座標モードでありつづける間、ステップ１０１からステップ１０４の処理を繰り返す
。この手順によれば、ペン先が空中にある間のポインターの座標は次のポインタ座標の計
算には用いられるが、インキングのデータとしては採用されないので、漢字やひらがなを
入力する際の一つ一つのストロークがメリハリをもって入力でき、運筆途中の余分なデー
タが文字認識上の妨げにならずにすむという働きをする。
【００３３】
図３は、本発明における相対座標モードの処理内容を示すフローチャートである。いわゆ
る疑似マウスモード（マウスエミュレーション）を実現する一例を示している。
【００３４】
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座標モード選択指示部５０の働きにより操作者の意思に基づいて、又はアプリケーション
ソフトウェア４０の働きによりアプリケーションの必要に基づいて疑似マウスモードが選
択された場合、この相対座標モードの処理に入る（ステップ２００）。
【００３５】
まず、「ペン先が空中にあるか？」の判断がなされる（ステップ２０１）。この判断はス
テップ１０２の判断と同様、本発明においては筆圧データを取得し、それをあらかじめ定
められた閾値と大小比較することによりなされ得る。この閾値をカスタマイズできること
は上述の通りである。この閾値のカスタマイズは絶対座標モードの場合と、相対座標モー
ドの場合とで異なる設定にすることとする実施例も可能である。一般には、字を書く場合
の筆圧よりもポインティングの場合の筆圧を小さくする方が使いやすいと思われるからで
ある。
【００３６】
ステップ２０１で「はい」（ペン先が空中にある）、即ち筆圧が閾値より下であると判断
されると、ペン先の移動距離は取得されずにステップ２０３へと移る。マウスでポインタ
ーを大きく動かす際の往復運動における帰る動作をエミュレートするためである。
【００３７】
ステップ２０１で「いいえ」（ペン先がタブレット面にある）、即ち筆圧が閾値より上で
あると判断されると、ペン先の移動距離をポインターの表示位置の座標に加算する処理が
実行される（ステップ２０２）。
【００３８】
次にスイッチ操作処理がなされる（ステップ２０３）。マウスの左ボタン、右ボタンの操
作をエミュレートするためである。このスイッチ操作は電子ペンのサイドスイッチ等でな
され得る。近時の電子ペンにはサイドスイッチが二つ設けられたものもあるので、マウス
の左ボタン、右ボタンに対応させることが可能である。また、サイドスイッチが一つしか
設けられていない電子ペンにあってはそれを左ボタンとし、タブレット側に一つスイッチ
を補って設けて右ボタンとすることもできる。
【００３９】
スイッチ操作処理の後、終了する（ステップ２０４）。相対座標モードが選択されている
間、ステップ２０１からステップ２０４までの処理が繰り返される。これにより疑似マウ
スモードが実現され、マウスの往復運動に似た動作を電子ペンを用いてタブレット上で行
った際にマウスと同様に、大きくポインターを動かして自由自在にポインティング作業を
実行することが可能となる。
【００４０】
図４は、座標入力装置側に絶対座標モード選択スイッチと相対座標モード選択スイッチと
を設けた場合にドローイングアプリケーションソフトを操作する様子を示した図である。
【００４１】
図４の上半分には、表示装置の表示画面が描かれている。今、ウィンドウが二つ開かれて
おり、下側に表示されている他のアプリケーションソフトは相対座標モードでの入力が適
したものであり、上側に表示されているドローイングアプリケーションソフトは絶対座標
モードでの入力が適したものであると考える。今、ポインターはドローイングアプリケー
ションソフトのウィンドウ上にある。コンピュータ本体及びそれと表示装置、座標入力装
置とを結ぶケーブル類は便宜上描くのを省略してある。
【００４２】
図４の下半分には座標入力装置（タブレット、デジタイザ）と電子ペンが描かれている。
電子ペンは操作者により指示されているが、操作者は描くのを省いてある。座標入力装置
の座標読み取り領域該の適当な位置に絶対座標モード選択スイッチと相対座標モード選択
スイッチとが設けられている。絶対座標モード選択スイッチがいったん押されると、相対
座標モード選択スイッチが押されるまでの間は絶対座標モード（ステップ１００）により
座標データ処理部２０の処理がなされる。また、相対座標モード選択スイッチがいったん
押されると、絶対座標モード選択スイッチが押されるまでの間は相対座標モード（ステッ
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プ２００）により座標データ処理部２０の処理がなされる。これらのスイッチ情報は、多
くの場合座標入力装置からコンピュータ本体に送出され、コンピュータ本体内に存在する
座標データ処理部２０により処理されるものである。しかし、座標データ処理部２０の機
能のうちの一部を位置検出装置１０の内部に設けることとし、位置検出装置１０の内部で
モード切替情報に基づくモード切り替えの処理を実行することとする変形実施例を本発明
が排除するものではない。
【００４３】
図４に示す実施例においては、望ましくは、操作者はドローイングアプリケーションのよ
うなインキング入力が好ましい場面に遭遇した際に、それを目で見て判断し、絶対座標モ
ード選択スイッチを押すことにより、手書き入力を実行する。ワープロソフトのような他
のアプリケーションソフトに戻る際に、今度は相対座標モード選択スイッチを押して疑似
マウスモードに戻してさらに入力操作を続けて行くことになる。
【００４４】
図５は、相対座標モードと絶対座標モードとを自動的に（アプリケーションプログラムに
よりその必要に応じて）切替える実施例における表示画面の様子を示す図である。
【００４５】
図５に描かれた表示画面にはワードプロセッサの作業領域が表示され、その上に重ねて手
書き文字入力領域（４文字分）が示されている。今、「今日は雨が降っている。」という
文をキーボードを使わずに電子ペンだけで入力することを操作者が意図していると考える
。既に「今日は」という部分までの入力がなされ、ワードプロセッサの作業領域上に表示
されている。手書き文字入力領域の外では相対座標モードとなっている。即ち、このワー
ドプロセッサプログラムがその作業領域で必要としている入力モードは相対座標モード（
疑似マウスモード）である。したがって、ワードプロセッサの作業領域で電子ペンを動か
すことによりマウスと同様の操作感覚でポインターを移動させることができる（▲１▼）
。
【００４６】
手書き文字入力領域にポインターが入った時点で絶対座標モードになる（▲２▼）。図５
では、今既に「雨が」の入力がなされ、文字認識結果が表示されている。次の漢字及びひ
らがなの入力をするために次の３文字目の升目に「降っている」の最初の文字を入力しよ
うとして、操作者が電子ペンを持っていったときには絶対座標モードとなり、いわゆるイ
ンキング入力が可能となる。アプリケーションソフトウェア４０から座標データ処理部２
０への指令によりこのモード変更が実行される。
【００４７】
手書き文字を入力する（▲３▼）と、文字認識エンジン６０が働いて文字認識が実行され
、認識結果をアプリケーションプログラム４０が取得できる状態になる。
【００４８】
手書き文字入力領域からポインターが出た時点で相対座標モードに戻る（▲４▼）。ワー
ドプロセッサの作業領域では、アプリケーションプログラムが相対座標モードを要求して
いるからである。
【００４９】
図６は、電子ペンのペン先にかかるわずかな圧力で判定して相対座標モード（疑似マウス
モード）を実現する例を示す図である。図６において水平に描いた線は座標検出装置の検
出面を意味する。図６の▲１▼は電子ペンの往復運動でポインターを大きく動かそうとす
る際の行きの動きを示し、図６の▲２▼は電子ペンの往復運動でポインターを大きく動か
そうとする際の帰りの動きを示している。図では誇張して示しているので、▲２▼でかな
りの高さまで電子ペンがあがっているように描かれているが、実際は距離的にはタブレッ
ト面からほとんど浮いていなくても、筆圧が閾値以下であればよいので、マウスほど意識
的に空中に浮かせなくても楽に往復運動させることによりポインタの大きな移動が可能と
なる。
【００５０】
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図７は、電子ペンを特定の高さ以上持ち上げて動かして相対座標モード（疑似マウスモー
ド）を実現する従来例を示す図である。従来はこの図で示すように一定の高さ以上に電子
ペンを持ち上げることにより、電子ペンを読みとり範囲外に追いやることによりマウスの
持ち上げと同様の状態をエミュレートしていた。
【００５１】
図８は、本発明における相対座標モードと絶対座標モードの違いを説明する図である。今
、▲１▼と▲２▼のように、電子ペンを用いて往復運動を繰り返すとする。▲１▼の動作
は、電子ペンを座標検出装置の検出面に接触させた状態で、しかもあらかじめ設定された
閾値以上の筆圧を保ちつつ移動させる。それに対し、▲２▼の動作は、電子ペンを座標検
出装置の検出面から浮かせた状態で、又は接触していても閾値以下の筆圧を保ちつつ移動
させる。この動きをした場合に、相対座標モード（疑似マウスモード）と絶対座標モード
（手書きモード入力）とではどのようにポインタの動きが異なるかを図９及び図１０を参
照して以下説明する。なお、この動きの間中電子ペンは読みとり高さ範囲内にあるもとの
考える。
【００５２】
図９は、相対座標モードにおける電子ペンの操作と表示画面上のポインターの動きとの関
係を示す図である。相対座標モードにおいては例えば図３に示すフローチャートに従うの
で、電子ペンがタブレット面に接して動くときにはポインターの位置も対応して動く（ス
テップ２０２参照）。それに対して電子ペンがタブレット面から離れて帰って来るときに
はペン先の移動距離がポインターの表示位置の座標に反映されないので（ステップ２０１
参照）、ポインターの表示位置は図９の下の図に示すように一つの方向に進む一方である
。
【００５３】
図１０は、絶対座標モードにおける電子ペンの操作と表示画面上のポインターの動きとの
関係を示す図である。絶対座標モードにおいては例えば図２に示すフローチャートに従う
ので、電子ペンがタブレット面に接して動くときにはポインタの位置も対応して動く（ス
テップ１０３参照）。このとき手書き文字入力などであれば、同時に表示画面上には、イ
ンキング（筆跡表示）もなされることになる。それに対して、電子ペンが帰って来るとき
には、ペン先の移動距離がポインターの表示位置の座標に加算されるので、ポインターも
電子ペンの移動に応じて戻って来ることになる（ステップ１０１）。行きと帰りとの違い
はインキング（筆跡表示）がなされるか否かの違いとなる（ステップ１０３）。
【００５４】
図１１は、手書き文字認識アプリケーションの操作例を示す図である。電子ペンのみを用
いてワードプロセッサの操作をしようとする際に手書き文字入力用ウィンドウを開いて文
字認識をする様子を示している。今まさにひらがなの「ふ」の字を手書きにて入力しよう
としている。
【００５５】
図１２は、手書き文字入力の際の運筆と入力結果との関係を絶対座標モードにおいて示す
図である。ひらがなの「あ」の字を入力する際について示している。ひらがなの「あ」は
三つのストロークからなる文字である。第一のストロークは上方ほぼ水平に左から右に伸
びる。第二のストロークは中ほど垂直に上から下に伸びる。第三のストロークはやや複雑
であって小さな円弧と大きな円弧との二つの円弧のつながりからなる。
【００５６】
図１２で太く描いているのは、実際にインキングされる部分を示している。図１２で点線
で描いているのは、電子ペンが浮いていて動くときの軌跡を示すものであって、インキン
グはなされない部分である。図２に示す絶対座標モードの処理によれば、点線部分に電子
ペンがあるときにもポインターの表示位置の座標に移動距離を加算する処理がなされるか
ら（ステップ１０１参照）、第一ストロークの書き終りの位置から第二ストロークの書き
はじめの位置まで電子ペンを浮かして移動すれば、ポインターの表示位置も右端から上部
中央位置まで移動する。また、同様に、第二ストロークの終わりの位置から第三ストロー



(11) JP 4049877 B2 2008.2.20

10

20

30

40

クの書きはじめの位置まで電子ペンを浮かして移動すれば、ポインターの表示位置も下部
中央位置からそのやや上の方に移動する。その結果、図１２に示すようにひらがなの「あ
」の字を正常に入力することができる。
【００５７】
図１３は、相対座標モードで手書き文字入力の際の運筆を行った際の入力結果を示す図で
ある。図３に示す相対座標モード（疑似マウスモード）でステップ２０２のポインター表
示においてインキングをしたと仮定して、そのインキング結果を太い線で表示して見たも
のである。相対座標モードでは電子ペンが浮いている状態ではポインターの表示位置に移
動距離を加算する処理をしないので（ステップ２０１参照）、第二ストロークの書きはじ
めが第一ストロークの書き終りと同じ点になり、第三ストロークの描きはじめが第二スト
ロークの書き終りの位置に一致する。そのため、インキングの結果物は、図１３に示すよ
うにひらがなの「あ」とはかけ離れたものになってしまう。
【００５８】
【発明の効果】
小型の位置検出装置（座標検出装置、タブレット、デジタイザ）であっても、コンピュー
タ画面上のより広い領域を自由に指示することができる。文字認識を可能とする構成にあ
っては、キーボードの操作が本質的に不要となり、電子ペン１本でコンピュータの殆どの
入力操作（文字等の入力、インク入力、ポインティング入力、描画作業等）ができるよう
になった。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の構成を示す機能ブロック図
【図２】　本発明における絶対座標モードの処理内容を示すフローチャート
【図３】　本発明における相対座標モードの処理内容を示すフローチャート
【図４】　座標入力装置側に絶対座標モード選択スイッチと相対座標モード選択スイッチ
とを設けた場合にドローイングアプリケーションソフトを操作する様子を示した図
【図５】　相対座標モードと絶対座標モードとを自動的に切り替える例における表示画面
の様子を示す図
【図６】　電子ペンのペン先にかかるわずかな圧力で判定して相対座標モードを実現する
例を示す図
【図７】　電子ペンを特定の高さ以上持ち上げて動かして相対座標モードを実現する例を
示す図
【図８】　本発明における相対座標モードと絶対座標モードの違いを説明する図
【図９】　相対座標モードにおける電子ペンの操作と表示画面上のポインターの動きとの
関係を示す図
【図１０】　絶対座標モードにおける電子ペンの操作と表示画面上のポインターの動きと
の関係を示す図
【図１１】　手書文字認識アプリケーションの操作例を示す図
【図１２】　手書文字入力の際の運筆と入力結果との関係を絶対座標モードにおいて示す
図
【図１３】　相対座標モードで手書文字入力の際の運筆を行った際の入力結果を示す図
【符号の説明】
１０　位置検出装置
２０　座標データ処理部
３０　表示処理部
４０　アプリケーションソフトウェア
５０　座標モード選択指示部
６０　文字認識エンジン
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